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資料〇 



（別紙１－１）

施設等の区分 人員配置区分

地域区分

定期巡回・随時対応サービスに関する
状況

特定事業所加算（Ⅴ以外）

特定事業所加算Ⅴ １　なし　２　あり

共生型サービスの提供
（居宅介護事業所）

１　なし　２　あり

共生型サービスの提供
（重度訪問介護事業所）

１　なし　２　あり

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業所加
算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業所加
算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

認知症専門ケア加算

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業所加
算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業所加
算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

特別地域加算 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業所加
算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業所加
算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

緊急時訪問看護加算 １　なし　２　あり

特別管理体制 １　対応不可　２　対応可

ターミナルケア体制

看護体制強化加算

１　身体介護
２　生活援助
３　通院等乗降介助

訪問介護

１　なし　２　あり

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援）

１　１級地　６　２級地　７　３級地　２　４級地　３　５級地
４　６級地　９　７級地　５　その他

11

１　なし　３　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ

１　なし　２　あり

割 引

各サービス共通

１　定期巡回の指定を受けていない
２　定期巡回の指定を受けている
３　定期巡回の整備計画がある

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ　５　加算Ⅳ

事 業 所 番 号

１　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ
４　加算Ⅴ

提供サービス

12

１　訪問看護ステーション
２　病院又は診療所
３　定期巡回・随時対応サービス連携

13 訪問看護

訪問入浴介護 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　２　あり

１　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ
４　加算Ⅴ

１　なし　４　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　５　加算Ⅲ

LIFFへの登録

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算
１　なし　４　加算Ⅰ（イ及びロの場合）　２　加算Ⅱ（イ及びロの場
合）　　　５　加算Ⅰ（ハの場合）　３　加算Ⅱ（ハの場合）

そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ
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（別紙１－１）
介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援）

事 業 所 番 号

特別地域加算 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業所加
算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業所加
算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝマネジメント加算

移行支援加算

サービス提供体制強化加算

特別地域加算 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業所加
算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業所加
算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

共生型サービスの提供
（生活介護事業所）

１　なし　２　あり

共生型サービスの提供
（自立訓練事業所）

１　なし　２　あり

共生型サービスの提供
（児童発達支援事業所）

１　なし　２　あり

共生型サービスの提供
（放課後等デイサービス事業所）

１　なし　２　あり

生活相談員配置等加算 １　なし　２　あり

入浴介助加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

中重度者ケア体制加算

生活機能向上連携加算

個別機能訓練加算

ADL維持等加算〔申出〕の有無 １　なし　２　あり

ADL維持等加算Ⅲ １　なし　２　あり

認知症加算

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上加算 １　なし　２　あり

科学的介護推進体制加算 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

31 居宅療養管理指導

通所介護

１　なし　３　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ

１　なし　２　加算Ⅰイ　３　加算Ⅰロ

４　通常規模型事業所
６　大規模型事業所（Ⅰ）
７　大規模型事業所（Ⅱ）

１　病院又は診療所
２　介護老人保健施設
３　介護医療院

１　なし　２　あり

１　なし　３　加算Ⅰ　４　加算Ⅱ

14

15

訪問リハビリテーション

１　なし　6　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　７加算Ⅲ

１　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ
４　加算Ⅴ

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　３　加算Aイ　６　加算Aロ　４　加算Bイ　７　加算Bロ

感染症又は災害の発生を理由とする利
用者数の減少が一定以上生じている場
合の対応

１　なし　２　あり

（削除）（削除）
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（別紙１－１）
介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援）

事 業 所 番 号

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　あり

感染症又は災害の発生を理由とする利
用者数の減少が一定以上生じている場
合の対応

１　なし　２　あり

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制加算 １　なし　２　あり

入浴介助加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝマネジメント加算

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算

生活行為向上ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算

若年性認知症利用者受入加算

栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上加算 １　なし　２　あり

中重度者ケア体制加算 １　なし　２　あり

科学的介護推進体制加算

移行支援加算

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

特別地域加算 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業所加
算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業所加
算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

17 福祉用具貸与

４　通常規模の事業所(病院・診療所)
７　通常規模の事業所(介護老人保健施設)
A　通常規模の事業所（介護医療院）
５　大規模の事業所(Ⅰ)(病院・診療所)
８　大規模の事業所(Ⅰ)(介護老人保健施設)
B　大規模の事業所（Ⅰ）（介護医療院）
６　大規模の事業所(Ⅱ)(病院・診療所)
９　大規模の事業所(Ⅱ)(介護老人保健施設)
C　大規模の事業所（Ⅱ）（介護医療院）

１　なし　３　加算Aイ　６　加算Aロ　４　加算Bイ　７　加算Bロ

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員　５　理学療法士
６　作業療法士　７　言語聴覚士

16 通所リハビリテーション

１　なし　２　あり

１　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２加算Ⅲ　３　加算Ⅳ　４　加算Ⅴ

１　なし　２　あり

１　なし　５　加算Ⅰ　４　加算Ⅱ　６　加算Ⅲ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

（削除）（削除）

（削

（削 （削除）（削除）（削除） （削除）（削除）（削除） （削除）（削除）（削除）（削（削

 1－3



（別紙１－１）
介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援）

事 業 所 番 号

施設等の区分 人員配置区分そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等

地域区分

定期巡回・随時対応サービスに関する
状況

共生型サービスの提供
（居宅介護事業所）

１　なし　２　あり

共生型サービスの提供
（重度訪問介護事業所）

１　なし　２　あり

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業所加
算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業所加
算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

認知症専門ケア加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業所加
算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業所加
算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業所加
算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業所加
算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 １　なし　２　あり

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝマネジメント加算

移行支援加算

13

訪問介護

14 訪問リハビリテーション

（主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の状況）

１　定期巡回の指定を受けていない
２　定期巡回の指定を受けている
３　定期巡回の整備計画がある

提供サービス

訪問看護

１　なし　３　加算Aイ　６　加算Aロ　４　加算Bイ　７　加算Bロ

１　なし　２　あり

１　身体介護
２　生活援助
３　通院等乗降介助

１　訪問看護ステーション
２　病院又は診療所
３　定期巡回・随時対応サービス連携

11

各サービス共通
１　１級地　６　２級地　７　３級地　２　４級地　３　５級地
４　６級地　９　７級地　５　その他

１　病院又は診療所
２　介護老人保健施設
３　介護医療院

１　なし　２　あり

（削除）（削除）（削除） （削除）（削除）（削除） （削除）（削除）（削除）（削 （削除）（削除）

（削 （削除）（削除）（削除） （削除）（削除）（削除） （削除）（削除）（削除）（削（削
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（別紙１－１）
介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援）

事 業 所 番 号

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　看護職員　３　介護職員

時間延長サービス体制 １　対応不可　２　対応可

共生型サービスの提供
（生活介護事業所）

１　なし　２　あり

共生型サービスの提供
（自立訓練事業所）

１　なし　２　あり

共生型サービスの提供
（児童発達支援事業所）

１　なし　２　あり

共生型サービスの提供
（放課後等デイサービス事業所）

１　なし　２　あり

生活相談員配置等加算 １　なし　２　あり

入浴介助加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

中重度者ケア体制加算

生活機能向上連携加算

個別機能訓練加算

ADL維持等加算〔申出〕の有無

ADL維持等加算Ⅲ １　なし　２　あり

認知症加算 １　なし　２　あり

若年性認知症利用者受入加算

栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上加算 １　なし　２　あり

科学的介護推進体制加算 １　なし　２　あり

備考　１　この表は、事業所所在地以外の場所で一部事業を実施する出張所等がある場合について記載することとし、複数出張所等を有する場合は出張所ごとに提出してください。

15 通所介護

１　なし　2　加算Ⅰイ　３　加算Ⅰロ

１　なし　２　あり

４　通常規模型事業所
６　大規模型事業所（Ⅰ）
７　大規模型事業所（Ⅱ）

１　なし　３　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

（削除）（削除）

（削除）（削除）
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備考　（別紙１）居宅サービス・施設サービス

備考　１　事業所・施設において、施設等の区分欄、人員配置区分欄、LIFE（科学的介護情報システム（Long term care Information system For Evidence）への登録欄、その他該当する体制等欄に掲げる項目につき該当する番号に○印を付してください。

　　　２ 「施設等の区分」及び「その他該当する体制等」欄で施設・設備等に係る加算（減算）の届出については、「平面図」（別紙６）を添付してください。

　　　３　介護老人保健施設における「施設等の区分」及び「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」に係る届出ついては、「介護老人保健施設（在宅強化型）の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出」（別紙13）又は

　　　　「介護老人保健施設（療養型）の基本施設サービス費及び療養体制維持特別加算（Ⅱ）に係る届出」（別紙13-２）を添付してください。

　　　４　介護療養型医療施設における「施設等の区分」に係る届出については、「介護療養型医療施設（療養機能強化型）の基本施設サービス費に係る届出」（別紙13-3）又は「介護療養型医療施設（療養機能強化型以外）

　　　　　の基本施設サービス費に係る届出」（別紙13-4）を添付してください。

　　　５　介護医療院における「施設等の区分」に係る届出については「Ⅰ型介護医療院の基本施設サービス費に係る届出」（別紙13-5）又は「Ⅱ型介護医療院の基本施設サービス費に係る届出」（別紙13-6）を添付してください。

　　　６　訪問看護における定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携しサービス提供を行う場合については、「訪問看護事業所における定期巡回・随時対応型訪問介護看護連携に係る届出書」（別紙14）を添付してください。

　　　７　「定期巡回・随時対応サービスに関する状況」を「定期巡回の指定を受けている」もしくは「定期巡回の整備計画がある」と記載する場合は、「定期巡回・随時対応サービスに関する状況等に係る届出書（訪問介護事業所）」

　　　　（別紙15）を添付して下さい。

　　　８　人員配置に係る届出については、勤務体制がわかる書類（「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」（別紙７）又はこれに準じた勤務割表等）を添付してください。

　　　９ 「割引｣を｢あり｣と記載する場合は「指定居宅サービス事業所等による介護給付費の割引に係る割引率の設定について」（別紙５）を添付してください。

　　　10 「緊急時訪問看護加算」「特別管理体制」「ターミナルケア体制」については、「緊急時（介護予防）訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書」（別紙８）を添付してください。

　　　11「看護体制強化加算」については、「看護体制強化加算に係る届出書」（別紙８－２）を添付してください。

　　　12 「その他該当する体制等」欄で人員配置に係る加算（減算）の届出については、それぞれ加算（減算）の要件となる職員の配置状況や勤務体制がわかる書類を添付してください。

　　　　　　（例）－「機能訓練指導体制」…機能訓練指導員、「栄養マネジメント体制」…管理栄養士の配置状況、「リハビリテーションの加算状況」…リハビリテーション従事者、

　　　　　　「医師の配置」…医師、「精神科医師定期的療養指導」…精神科医師、「夜間勤務条件基準」…夜勤を行う看護師（准看護師）と介護職員の配置状況　等

　　　13 「時間延長サービス体制」については、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な場合に記載してください。

　　　14 「入浴介助加算」については、浴室の平面図等を添付してください。

　　　15「栄養ケア・マネジメントの実施の有無」及び「栄養マネジメント強化体制」については、「栄養マネジメント体制に関する届出書」（別紙11）を添付してください。

　　　16 「送迎体制」については、実際に利用者の送迎が可能な場合に記載してください。

　　　17 「夜間看護体制」については、「夜間看護体制に係る届出書」（別紙９）を添付してください。

　　　18 「看護体制加算（短期入所生活介護事業所）」については、「看護体制加算に係る届出書」（別紙９－２）を添付してください。


　　　19 「看護体制加算」については、「看護体制加算に係る届出書」（別紙９－３）を、「看取り介護体制」については、「看取り介護体制に係る届出書」（別紙９－４）を添付してください。

　　　20 訪問介護における「特定事業所加算」については、「加算（Ⅰ）～（Ⅳ）」は「特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅳ）に係る届出書（別紙10）」を「加算（Ⅴ）」は」「特定事業所加算（Ⅴ）に係る届出書」（別紙10-2）を添付してください。

　　　21「サービス提供体制強化加算」については、「サービス提供体制強化加算に関する届出書」（別紙12）～（別紙12－6）までのいずれかを添付してください。

　　　22 「特定診療費項目」「リハビリテーション提供体制」については、これらに相当する診療報酬の算定のために届け出た届出書の写しを添付してください。

　　　23  「職員の欠員による減算の状況」については、以下の要領で記載してください。

　　　　（１）看護職員、介護職員の欠員（看護師の配置割合が基準を満たしていない場合を含む。）…人員配置区分欄の最も配置基準の低い配置区分を選択し、「その他該当する体制等」欄の欠員該当職種を選択する。

　　　　（２）　ア　医師（病院において従事する者を除く。）、理学療法士、作業療法士、介護支援専門員（病院において従事するものを除く。）、介護従事者の欠員…「その他該当する体制等」欄の欠員該当職種のみ選択する。

              　　　　（人員配置区分欄の変更は行わない。）

　　　　　　　　イ　医師の欠員（病院において従事する者に限る。）…指定基準の６０％を満たさない場合について記載し、人員配置区分欄の最も配置基準の低い配置区分を選択し、「その他該当する体制等」欄の医師を選択する。

　　　　　　　　　　ただし、事業所・施設が以下の地域に所在する場合は、「その他該当する体制等」欄のみ選択する。（人員配置区分欄の変更は行わない。）

　　　　　　　　　　＜厚生労働大臣が定める地域＞

　　　　　　　　　　　厚生労働大臣が定める地域は、人口５万人未満の市町村であって次に掲げる地域をその区域内に有する市町村の区域とする。

　　　　　　　　　１　離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第１項の規定により指定された離島振興対策実施地域

　　　　　　　　　２　辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）第２条第１項に規定する辺地

　　　　　　　　　３　山村振興法（昭和４０年法律第６４号）第７条第１項の規定により指定された振興山村

　　　　　　　　　４　過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和3年法律第●号）第●条第●項に規定する過疎地域

　　　　　　　　　なお、病院におけるサービスについて医師の欠員がある場合で、かつ、事業所・施設が上記地域に所在する場合であっても、（１）に掲げる職種に欠員がある場合は、人員配置区分欄の最も配置基準の低い人員配置区分を選択する。

　　　　　　　　（（１）が優先する。）

　　　　　　　　ウ　介護支援専門員（病院において従事する者に限る。）の欠員…「その他該当する体制等」欄の介護支援専門員を選択する。

注　１　介護老人福祉施設に係る届出をした場合で、短期入所生活介護の空床型を実施する場合は、短期入所生活介護の空床型における届出事項で介護老人福祉施設の届出と重複するものの届出は不要です。

　　２　介護老人保健施設に係る届出をした場合には、短期入所療養介護における届出事項で介護老人保健施設の届出と重複するものの届出は不要です。

　　３　介護療養型医療施設に係る届出をした場合には、短期入所療養介護における届出事項で介護療養型医療施設の届出と重複するものの届出は不要です。

　　４　短期入所療養介護及び介護療養型医療施設にあっては、同一の施設区分で事業の実施が複数の病棟にわたる場合は、病棟ごとに届け出てください。
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備考　（別紙１）介護サービス・施設サービス・居宅介護支援　サテライト事業所

備考　１　この表は、事業所所在地以外の場所で一部事業を実施する出張所等がある場合について記載することとし、複数出張所等を有する場合は出張所ごとに提出してください。
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（別紙１－２）

施設等の区分 人員配置区分

地域区分

特別地域加算 １　なし　２　あり １　なし　２　あり １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

認知症専門ケア加算 １　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

特別地域加算 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

緊急時介護予防訪問看護加算

特別管理体制 １　対応不可　２　対応可

看護体制強化加算

サービス提供体制強化加算

特別地域加算 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

リハビリテーションマネジメント
加算

１　なし　２　あり

事業所評価加算〔申出〕の有無 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算 １　なし　３　加算Ⅰ　４　加算Ⅱ

特別地域加算 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

LIFEへの登録

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表 （介護予防サービス）

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 割 引

各サービス共通
１　１級地　６　２級地　７　３級地　２　４級地　３　５級地
４　６級地　９　７級地　５　その他

事 業 所 番 号

１　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ
４　加算Ⅴ

62 介護予防訪問入浴介護

１　なし　３　加算Ⅰ　４　加算Ⅱ

１　なし　４　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　５加算Ⅲ

１　なし　２　あり　３　加算Ⅱ

１　なし　２　あり

１　訪問看護ステーション
２　病院又は診療所

１　なし　２　あり
介護予防訪問看護

１　非該当　２　該当
63

64
介護予防訪問リハビリテー
ション

１　病院又は診療所
２　介護老人保健施設
３　介護医療院

34 介護予防居宅療養管理指導
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（別紙１－２）
介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表 （介護予防サービス）

事 業 所 番 号

職員の欠員による減算の状況 １　なし　２　あり

生活行為向上リハビリテーション
実施加算

１　なし　２　あり

若年性認知症利用者受入加算 １　なし　２　あり

運動器機能向上体制 １　なし　２　あり

栄養改善体制 １　なし　２　あり

口腔機能向上加算 １　なし　２　あり

選択的サービス複数実施加算

事業所評価加算〔申出〕の有無 １　なし　２　あり

科学的介護推進体制加算 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

特別地域加算 １　なし　２　あり １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

１　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ
４　加算Ⅴ

67 介護予防福祉用具貸与

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員　５　理学療法士
６　作業療法士　７　言語聴覚士

１　なし　２　あり

１　なし　５　加算Ⅰ　４　加算Ⅱ　６　加算Ⅲ

１　なし　２　加算Ⅰ　３加算Ⅱ

１　病院又は診療所
２　介護老人保健施設
３　介護医療院

66
介護予防通所リハビリテー
ション
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（別紙１－２）
介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表 （介護予防サービス）

事 業 所 番 号

施設等の区分 人員配置区分

地域区分

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

リハビリテーションマネジメント
加算

１　なし　２　あり

事業所評価加算〔申出〕の有無 １　なし　２　あり

備考　１　この表は、事業所所在地以外の場所で一部事業を実施する出張所等がある場合について記載することとし、複数出張所等を有する場合は出張所ごとに提出してください。

64
介護予防訪問リハビリテー
ション

１　病院又は診療所
２　介護老人保健施設
３　介護医療院

（主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の状況）

各サービス共通
１　１級地　６　２級地　７　３級地　２　４級地　３　５級地
４　６級地　９　７級地　５　その他

63 介護予防訪問看護

提供サービス

１　訪問看護ステーション
２　病院又は診療所

そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等
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備考　（別紙１－２）介護予防サービス

備考　１　事業所・施設において、施設等の区分欄、人員配置区分欄、LIFE（科学的介護情報システム（Long term care Information system For Evidence）への登録欄、その他該当する体制等欄に掲げる項目につき該当する番号に○印を付してください。

　　　２ 「施設等の区分」及び「その他該当する体制等」欄で施設・設備等に係る加算（減算）の届出については、「平面図」（別紙６）を添付してください。

　　　３　介護老人保健施設における「施設等の区分」及び「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」に係る届出については、「介護老人保健施設の施設種別に係る届出」（別紙13）又は（別紙13-２）を添付してください。

　　　４　介護療養型医療施設における「施設等の区分」に係る届出については、「介護療養型医療施設の施設種別に係る届出」（別紙13-3）又は「介護療養型医療施設（療養機能強化型以外）の基本施設サービス費に係る届出」（別紙13-4）を添付してください。

　　　５　介護医療院における「施設等の区分」に係る届出については。「Ⅰ型介護医療院の基本施設サービス費に係る届出」（別紙13-5）又は「Ⅱ型介護医療院に基本施設サービス費に係る届出」（別紙13-6）を添付してください。

　　　６　人員配置に係る届出については、勤務体制がわかる書類（「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」（別紙７）又はこれに準じた勤務割表等）を添付してください。

　　　７ 「割引｣を｢あり｣と記載する場合は「指定居宅サービス事業所等による介護給付費の割引に係る割引率の設定について」（別紙５）を添付してください。

　　　８ 「緊急時介護予防訪問看護加算」「特別管理体制」については、「緊急時（介護予防）訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書」（別紙８）を添付してください。

　　　９ 「看護体制強化加算」については、「看護体制強化加算に係る届出書」（別紙８－２）を添付してください。

　　　10　その他該当する体制等」欄で人員配置に係る加算（減算）の届出については、それぞれ加算（減算）の要件となる職員の配置状況や勤務体制がわかる書類を添付してください。

　　　　　　（例）－「機能訓練指導体制」…機能訓練指導員、「リハビリテーションの加算状況」…リハビリテーション従事者、

　　　　　　「医師の配置」…医師、「夜間勤務条件基準」…夜勤を行う看護師（准看護師）と介護職員の配置状況　等

　　　11 「送迎体制」については、実際に利用者の送迎が可能な場合に記載してください。

　　　12 「サービス提供体制強化加算」については、「サービス提供体制強化加算に関する届出書」（別紙12）～（別紙12－6）までのいずれかを添付してください。

　　　13 「特定診療費項目」「リハビリテーション提供体制」については、これらに相当する診療報酬の算定のために届け出た届出書の写しを添付してください。

　　　14 「職員の欠員による減算の状況」については、以下の要領で記載してください。

　　　　（１）　看護職員、介護職員の欠員（看護師の配置割合が基準を満たしていない場合を含む。）…人員配置区分欄の最も配置基準の低い配置区分を選択し、「その他該当する体制等」欄の欠員該当職種を選択する。

　　　　（２）　ア　医師（病院において従事する者を除く。）、理学療法士、作業療法士、介護従事者の欠員…「その他該当する体制等」欄の欠員該当職種のみ選択する。

              　　　　（人員配置区分欄の変更は行わない。）

　　　　　　　　イ　医師の欠員（病院において従事する者に限る。）…指定基準の６０％を満たさない場合について記載し、人員配置区分欄の最も配置基準の低い配置区分を選択し、「その他該当する体制等」欄の医師を選択する。

　　　　　　　　　　ただし、事業所・施設が以下の地域に所在する場合は、「その他該当する体制等」欄のみ選択する。（人員配置区分欄の変更は行わない。）

　　　　　　　　　　＜厚生労働大臣が定める地域＞

　　　　　　　　　　　厚生労働大臣が定める地域は、人口５万人未満の市町村であって次に掲げる地域をその区域内に有する市町村の区域とする。

　　　　　　　　　１　離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第１項の規定により指定された離島振興対策実施地域

　　　　　　　　　２　辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）第２条第１項に規定する辺地

　　　　　　　　　３　山村振興法（昭和４０年法律第６４号）第７条第１項の規定により指定された振興山村

　　　　　　　　　４　過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和3年法律第●号）第●条第●項に規定する過疎地域

　　　　　　　　　なお、病院におけるサービスについて医師の欠員がある場合で、かつ、事業所・施設が上記地域に所在する場合であっても、（１）に掲げる職種に欠員がある場合は、人員配置区分欄の最も配置基準の低い人員配置区分を選択する。

　　　　　　　　（（１）が優先する。）

注　１　介護老人福祉施設に係る届出をした場合で、介護予防短期入所生活介護の空床型を実施する場合は、介護予防短期入所生活介護の空床型における届出事項で介護老人福祉施設の届出と重複するものの届出は不要です。

　　２　介護老人保健施設に係る届出をした場合には、介護予防短期入所療養介護における届出事項で介護老人保健施設の届出と重複するものの届出は不要です。

　　３　介護療養型医療施設に係る届出をした場合には、介護予防短期入所療養介護における届出事項で介護療養型医療施設の届出と重複するものの届出は不要です。

　　４　介護予防短期入所療養介護にあっては、同一の施設区分で事業の実施が複数の病棟にわたる場合は、病棟ごとに届け出てください。

　　５　一体的に運営がされている介護サービスに係る届出がされ、別紙等が添付添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。

備考　（別紙１－２）介護予防サービス　サテライト事業所

備考　１　この表は、事業所所在地以外の場所で一部事業を実施する出張所等がある場合について記載することとし、複数出張所等を有する場合は出張所ごとに提出してください。

（削除）（削除）（削除） （削除）（削除）（削除） （削除）（削除）（削除）（

（削除）（削除）（削除） （削除）（削除）（削除） （削除）（削除）（削除）（ （削除）（削除） （削除）（削除） （削除）（削除）（ （削除）（削除）（削除） （削除）（削除）（削除） （削除）（削除）（削除）（（

（削除）（削除）（削除） （削除）（削除）（削除） （削除）（削除）（削除）（



第３号様式（第４条関係） 
 

変 更 届 出 書                

年  月  日 

香川県知事 殿 

届出者 住 所              

氏 名             ◯印 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

次のとおり指定を受けた内容を変更しましたので、介護保険法第75条第1項（介護保険法第89条、
介護保険法第99条第1項、介護保険法第113条第1項、介護保険法第115条の5第1項、平成18年旧介護保
険法第111条）の規定により届け出ます。 

 介護保険事業所番号           

指 定 内 容 を 変 更 し た 事 業 所 ( 施 設 ) 

名 称 

所在地 
 
電話番号（    ）   － 

サ ー ビ ス の 種 類  

変 更 が あ っ た 事 項 変 更 の 内 容 

１ 事業所(施設)の名称 (変更前) 

２ 事業所(施設)の所在地   

３ 主たる事務所の所在地 

４ 
代表者(開設者)の氏名、生年月日、住所及
び職名 

５ 
登記事項証明書・条例等（当該事業に関す
るものに限る。） 

６ 事業所(施設)の建物の構造、専用区画等 

７ 
備品(訪問入浴介護事業及び介護予防訪問
入浴介護事業に限る。) 

８ 

 

事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日及
び住所(介護老人保健施設及び介護医療院
を除く。) 

９ 
サービス提供責任者の氏名、生年月日、住
所及び経歴 

10 運営規程 

11 協力医療機関又は協力歯科医療機関 (変更後) 

12 事業所の種別  

13 
提供する居宅療養管理指導及び介護予防居
宅療養管理指導の種類 

14 
事業実施形態(本体施設が特別養護老人ホー
ムの場合の単独型･空床利用型･併設型の別) 

15 入院患者又は入所者の定員 

16 
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介
護医療院、病院等との連携・支援体制 

17 
福祉用具の保管・消毒方法（委託している
場合にあっては、委託先の状況） 

18 併設施設の状況等 

19 介護支援専門員の氏名及びその登録番号  

変  更  年  月  日    年   月   日 

担当者名（連絡先 電話番号）  
備考 １変更があった事項については、該当する番号を○で囲んでください。 

２変更内容が分かる書類を添付してください。 
３氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。 

 
 



変更届（第３号様式）添付書類一覧 

 
令和２年７月 

 変更内容 添付書類 

1 事業所（施設）の名称 運営規程 等 

2 事業所（施設）の所在地 
変更後の平面図、変更前の平面図、位置図、土地及び建物の登記事

項証明書、賃貸借契約書 等（写真が必要な場合もあります。） 

3 主たる事務所の所在地 登記事項証明書 等（登記事項証明書は間に合わなければ後送可） 

4 
代表者（開設者）の氏名、生年月日、

住所及び職名 
登記事項証明書 等（登記事項証明書は間に合わなければ後送可） 

5 
法人の登記事項証明書・条例等（当該

事業に関するものに限る。） 
登記事項証明書 等 

6 
事業所（施設）の建物の構造、専用区

画等 
変更後の平面図、変更前の平面図、構造図 等 

7 
備品（訪問入浴介護事業及び介護予防

訪問入浴介護事業に限る。） 
事業所の設備等に関する項目一覧表 

8 
事業所（施設）の管理者の氏名、生年

月日及び住所 
勤務形態一覧表、誓約書 

9 
サービス提供責任者の氏名、生年月

日、住所及び経歴 

（サービス提供責任者）経歴書、勤務形態一覧表、介護給付費請求

書の写し（前 3 月分） 

10 運営規程 

新しい運営規程全体  

古い運営規程（新旧対照表等により明確に変更点が記載されていれ

ば省略可）  

○居宅サービスの従業者の員数のみの変更については、変更届の提

出を省略できる場合があります。（詳細は、平成２７年３月２日付

け２６長寿第７３６１３号長寿社会対策課長通知をご覧くださ

い。）なお、 変更届の添付書類は、資格証、勤務形態一覧表です。 

11 協力医療機関又は協力歯科医療機関 協力医療機関等との協定書等の写し 

12 事業所の種別 種別を変更したことが確認できる書類 

13 
提供する居宅療養管理指導及び介護

予防居宅療養管理指導の種類 
種別を変更したことが確認できる書類 

   

   

   

   

   



14 

事業実施形態（本体が特別養護老人ホ

ームの場合の単独型・空床利用型・併

設型の別） 

指定に係る記載事項（該当サービスの付表） 

事業実施形態を変更したことがわかる書類 

15 入院患者又は入所者の定員 
運営規程 

変更後の施設平面図、変更前の施設平面図 

16 
介護老人福祉施設、介護老人保健施

設、病院等との連携・支援体制 
 

17 
福祉用具の保管・消毒方法（委託して

いる場合にあっては、委託先の状況） 
委託契約書、標準作業書 

18 併設施設の状況等 併設する施設の概要の分かるパンフレット 等 

19 
介護支援専門員の氏名及びその登録

番号 
資格証（顔写真入り）、介護支援専門員一覧、勤務形態一覧表 

 この他、必要と判断した書類があれば別途提出を求めることがあります。 

＊下線は、県で様式があるもの 

 



単
位

↓ ↓ ↓

事業所数が２０未満
（小規模事業者）

事業所数が２０以上１００未満
（中規模事業者）

事業所数が１００以上
（大規模事業者）

↓ ↓ ↓

「法令遵守責任者」の選任 「法令遵守責任者」の選任 「法令遵守責任者」の選任

「法令遵守規程」の整備 「法令遵守規程」の整備

「業務執行の状況の監査」

↓ ↓ ↓

第１０号様式
※様式中「届出の内容」欄は１を選択

第１０号様式
※様式中「届出の内容」欄は１を選択

第１０号様式
※様式中「届出の内容」欄は１を選択

法人における法令遵守責任者
の役割を確認できる書類

法人における法令遵守責任者
の役割を確認できる書類

法人における法令遵守責任者
の役割を確認できる書類

「法令遵守規程」の概要 「法令遵守規程」の概要

「業務執行の状況の監査」の方
法の概要

↓ ↓ ↓

社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、株式会社など法人（＝事業者）単位で届出。

届
出
様
式
及
び
添
付
書
類

指定を受けているサービス種別ごとに１事業所とカウント。

「居宅サービス」・「介護予防サービス」・「居宅介護支援」・「施設サービス」・「地域密着型サービス」・「地域密着型
介護予防サービス」

注３）　指定を受けている数により届出の内容が変わります。

注２）　同一の事業所番号が付与されていますが、介護予防もカウントします。
　　　　例えば、訪問介護と介護予防訪問介護の指定を併せて受けている場合は、２と数えます。

注１）　病院等が行う居宅サービス「居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーショ
　　　　ン（各予防含む）」であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとされる「み
　　　　なし事業所」は除きます。

介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

※法人における法令遵守責任者の役割を確認できる書類を忘れずに添付してください。（原本証明が必要）
　 理事長、代表取締役等の場合   　　　→  　「法人登記簿謄本」または「理事会議事録」等のコピー
　 施設長、事務長、管理者等の場合　　→  　「雇用契約書」または「辞令書」等のコピー

事
業
所
数
カ
ウ
ン
ト
方
法

↓

 　平成２０年の介護保険法改正により、平成21年５月１日から全ての介護サービス事業を行う法人に対して、法令遵守責任者
の選任などの業務管理体制の整備をすること及び届出が義務付けされました。
　事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、また、業
務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。

○ 業務管理体制の整備に関して、新規に届け出る場合
　(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の39、第140条の40）
 ※新規に法人を立ち上げ、介護サービス事業の指定を受けた時から、遅滞なく提出してください。

業
務
管
理
体
制
整
備
の
内
容

「法令遵守責任者」
　法令遵守責任者については、何らかの資格等を求めるものではないが、少なくとも介護保険法（以下「法」とい
う。）及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定していること。なお、法令部
門を設置していない事業者の場合には、事業者（法人）内部の法令遵守を確保、徹底することができるものを選任
すること。

「法令遵守規程」（業務が法令に適合することを確保するための規程）
　法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込
む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当た
り、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事
業者の実態に即したもので構いません。
　届け出る「法令遵守規程の概要」については、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、規程の全体像が分か
る既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。
 　※厚生労働省から参考例は示されていません。



→ 厚生労働大臣又は地方厚生局長

→ 市町長

→ 中核市

→
香川県　長寿社会対策課
施設サービスグループ

・　事業者の名称または氏名
・　主たる事務所の所在地

・　代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

・　事業所（施設）の名称及び所在地

・　法令遵守規程の概要（事業所が20以上の事業者に限る。）

③　 事業所等が同一の中核市に所在

法令遵守規程の概要（規程全文でも可）

業務執行の状況の監査の方法の概要

第１１号様式を提出

添付書類

定款、寄付行為及び登記事項証明書 等

土地及び建物の登記事項証明書 等

様
式

届出様式は、下記のホームページからダウンロードしてください。
「かがわ介護保険情報ネット」―「事業者支援情報」―「○指定・届出」―「様式集」―「業務管理体制の届出」
http://www.pref.kagawa.jp/choju/kaigo/jigyosya/youshiki/kanritaisei.html　（ページＩＤ：３００）

②  届出事項に変更があった場合
　　（介護保険法第115条の32第3項）

→

※変更届が必要となる事項

・　事業者の名称または氏名
・　主たる事務所の所在地
・　代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
・　事業所（施設）の名称及び所在地
・　法令遵守責任者の氏名及び生年月日
・　法令遵守規程の概要（事業所が20以上の事業者に限る。）
・　業務執行の状況の監査の方法の概要
　　（事業所が100以上の事業者に限る。）

注１）以下の場合は、変更届は不要です。

法令遵守責任者の役割が確認できる
書類
（新規届出時の添付書類と同じ）

・　業務執行の状況の監査の方法の概要
　　（事業所が100以上の事業者に限る。）

・　法令遵守責任者の氏名及び生年月日

届
出
先

・　事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が
   変更されない場合（事業所区分に変更がない場合)
・　法令遵守規程の字句の修正など、業務管理体制に影響を及ぼさない
 　軽微な変更の場合

担
当

香川県健康福祉部長寿社会対策課　施設サービスグループ
〒７６０－８５７０
香川県高松市番町四丁目１番１０号
ＴＥＬ：０８７－８３２－３２６６
FAX：０８７－８０６－０２０６

注２）変更届には、変更内容が分かる書類を添付してください。

変更内容

変
更
届
に
つ
い
て

○ 以下の場合は、変更届を提出してください。

(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の39、第140条の40）

第１０号様式を提出
※様式中「届出の内容」欄は２を選択

注）　区分の変更に関する届出は、
　　　変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出ること。

例：　Ａ県のＢ町のみで事業展開していた事業者が、
　　　新たにＡ県のＣ町においても事業を開始した場合の届出先
　　　Ｂ町長⇒Ａ県知事に変更

①　事業所等の指定等により、事業展開地域が変わり届出先区分の
　　変更が生じた場合
　　（介護保険法第115条の32第４項）

→

④　①、②及び③以外

②　地域密着型サービス（介護予防含む）のみを行う事業者で、
　　 指定事業所が同一市町村内に所在

①　事業所等が２以上の都道府県に所在



指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者にかかる届出先について、

原則都道府県知事から中核市の長へ変更となります。
なお、この法改正に伴う、届出書の提出は必要ありません。

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」

（令和元年法律第26号）により介護保険法（平成９年法律第123号）の一部が改正されました。

令和３年４月１日から
介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る

届出書の届出先が一部変わります

厚生労働省老健局総務課介護保険指導室

区　分
届出先
（現行）

届出先
（令和３年４月１日以降）

①　指定事業所が三以上の地方厚生局
　管轄区域に所在する事業者

厚生労働大臣 厚生労働大臣

②　指定事業所が二以上の都道府県に
　所在し、かつ、二以下の地方厚生局
　管轄区域に所在する事業者

主たる事務所の所在地の
都道府県知事

主たる事務所の所在地の
都道府県知事

③　指定事業所が同一指定都市内にの
　み所在する事業者

指定都市の長 指定都市の長

④　指定事業所が同一中核市内にのみ

　所在する事業者 （※）
都道府県知事 中核市の長

⑤　地域密着型サービス(予防含む)の
　みを行う事業者で、指定事業所が
　同一市町村内にのみ所在する事業者

市町村長 市町村長

⑥　①から⑤以外の事業者 都道府県知事 都道府県知事

（※）指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く（届出先は都道府県知事のまま）
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事 務 連 絡 

平成２２年１１月１２日 

 

   都道府県 

各  指定都市   民生主管部局 御中 

   中 核 市 

 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 福 祉 基 盤 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 総 務 課 

 

 

 

社会福祉施設等におけるインフルエンザ対策の徹底について 

 

  

今般、秋田県内の医療機関におきまして、入院患者及び職員の間でインフルエンザ

が集団発生し、入院患者がお亡くなりになるという事態が発生したことを受けて、「医

療機関等におけるインフルエンザ対策の徹底について」（平成 22 年 11 月 9 日健感発

1109 第 1 号、医政指発 1109 第 1 号厚生労働省健康局結核感染症課長、医政局指導課

長連名通知）（別紙１）が通知されたところです。 

社会福祉施設における感染症対策については、「社会福祉施設等における感染症発

生時に係る報告について」（平成 17年 2月 22日健発第 0222002号、薬食発第 0222001

号、雇児発第 0222001 号、社援発第 0222002 号、老発第 0222001 号）（別紙２）に

基づく措置をお願いしているところですが、貴部局におかれましては、所管の社会福

祉施設等、関係団体に対し、感染症の発生・まん延を防止するための取り組みの一層

の徹底及びインフルエンザ等による感染が疑われる症状が表れた場合には、速やかに

医療機関を受診する等の注意喚起をお願いいたします。 

なお、同通知別紙の対象施設は、別紙３のとおり読み替えて適用するものとします

ので、ご留意いただきますようお願いいたします。 

おって、各都道府県におかれまして、管内市町村にも本事務連絡の内容について周

知されますようお願いいたします。 
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                              別紙３ 

 

対象となる社会福祉施設等 

 

 

【介護・老人福祉関係施設】 

○ 養護老人ホーム 

○ 特別養護老人ホーム 

○ 軽費老人ホーム 

○ 老人デイサービス事業を行う事業所、老人デイサービスセンター 

○ 通所リハビリテーション事業所 

○ 老人短期入所事業を行う事業所、老人短期入所施設 

○ 小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所 

○ 老人福祉センター 

○ 老人憩いの家 

○ 老人休養ホーム 

○ 認知症グループホーム 

○ 生活支援ハウス 

○ 有料老人ホーム 

○ 介護老人保健施設 

○ 適合高齢者専用賃貸住宅 

 

【生活保護施設】 

○ 救護施設 

○ 更生施設 

○ 授産施設 

○ 宿所提供施設 

 

【ホームレス関係施設】 

○ ホームレス自立支援センター 

○ 緊急一時宿泊施設 

 

【その他施設】 

○ 社会事業授産施設 

○ 無料低額宿泊所 

○ 隣保館 



○ 生活館 

【児童関係施設等】 

○ 助産施設 

○ 乳児院 

○ 母子生活支援施設 

○ 保育所（認可外保育所を含む） 

○ 児童厚生施設 

○ 児童養護施設 

○ 情緒障害児短期治療施設 

○ 児童自立支援施設 

○ 児童家庭支援センター 

○ 児童相談所一時保護所 

○ 婦人保護施設 

○ 婦人相談所一時保護所 

○ 母子福祉センター 

○ 母子休養ホーム 

○ 次の事業の実施施設等 

・児童自立生活援助事業（自立援助ホーム） 

・放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

・地域子育て支援拠点事業 

・一時預かり事業 

・小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム） 

・家庭的保育事業 

 

【障害関係施設】 

 

（障害者自立援法関係施設・事業所等） 

○ 障害福祉サービス事業（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者

等包括支援事業を除く。）を行う事業所 

○ 障害者支援施設 

○ 地域活動支援センター 

○ 福祉ホーム 

○ 地域生活支援事業を行う事業所（日中一時支援事業・盲人ホーム等障害者

が通所する事業に限る。） 

○ 小規模作業所（地方公共団体より助成を受けているものに限る。） 

 



 

（身体障害者福祉法関係施設） 

○ 身体障害者更生援護施設（※） 

・身体障害者更生施設 

・身体障害者療護施設 

・身体障害者授産施設 

○ 身体障害者社会参加支援施設 

・身体障害者福祉センター 

・盲導犬訓練施設 

 

（知的障害者福祉法関係施設） 

○ 知的障害者援護施設（※） 

・知的障害者更生施設 

・知的障害者授産施設 

・知的障害者通勤寮 

 

（精神保健福祉法関係施設） 

○ 精神障害者社会復帰施設（※） 

・精神障害者生活訓練施設 

・精神障害者授産施設 

・精神障害者福祉工場 

 

（知的障害児施設等） 

○ 知的障害児施設 

○ 知的障害児通園施設 

○ 盲ろうあ児施設 

○ 肢体不自由児施設 

○ 重症心身障害児施設 

○ 重症心身障害児（者）通園事業実施施設 

 

(※)障害者自立支援法の規定によりなお従前の例により運営できるとされたものに限る。 
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H2
4.
4.
30

作
成
 

 
感
染
性
胃
腸
炎
（
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
等
）
 

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
 

腸
管
出
血
性
大
腸
菌
感
染
症
 

レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
 

感
染

経
路

 
経
口
感
染
（
食
品
、
水
、
感
染
者
か
ら
の
二
次
感
染

等
）
飛
沫
感
染
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

飛
沫
感
染
（
咳
・
く
し
ゃ
み
等
）
 

接
触
感
染
（
鼻
咽
頭
分
泌
物
等
）
 

経
口
感
染
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食
品
、
水
、
感
染
者
か
ら
の
二
次
感
染
等
）

少
量
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菌
で
感
染
す
る
。
 

空
気
感
染
・
飛
沫
感
染
 

ヒ
ト
-ヒ

ト
感
染
は
な
い
。
 

入
浴
 

・
発
症
者
は
、
症
状
が
あ
る
期
間
は
、
入
浴
を
控
え

る
か
、
個
別
入
浴
と
し
、
最
後
に
入
浴
す
る
（
浴

槽
に
は
つ
か
ら
ず
、
シ
ャ
ワ
ー
、
か
け
湯
等
を
行

う
。）
。
症
状
回
復
後
も
１
週
間
程
度
は
、
最
後
に

入
浴
す
る
。
 

・
発
症
者
は
、
症
状
が
あ
る
期
間
は
、

入
浴
中
止
と
す
る
。
 

・
他
の
入
所
者
は
、
終
結
ま
で
は
可

能
な
限
り
、
個
別
入
浴
と
し
、
複

数
名
の
同
時
入
浴
は
避
け
る
。
 

・
発
症
者
は
、
症
状
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あ
る
期
間
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、
入
浴
を
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え
る

か
、
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入
浴
と
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す
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（
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か
ら
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ャ
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ー
、
か
け
湯
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行
う
。）
。
 

・
患
者
・
無
症
状
病
原
体
保
有
者
は
、
病
原
体
を
保
有

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
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)す

る
ま
で
は
、
最
後
に

入
浴
す
る
。
 

・
浴
室
の
使
用
を
中
止
す
る
。
 

（
水
質
検
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で
陰
性
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認
さ
れ
る
ま
で
）
 

食
事
 

・
発
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者
は
、
症
状
が
あ
る
期
間
は
、
個
別
対
応
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す
る
（
個
室
等
）。

 

・
発
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２
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す
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・
発
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る
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別
対
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個
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外
泊

・
外

出
 

・
終
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ま
で
、
原
則
中
止
す
る
。
 

・
同

左
 

・
同

左
 

 

面
会
 

・
終
結
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る
ま
で
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注
意
喚
起
の
掲
示
、
面
会
制
限

を
行
う
。
 

・
同

左
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同
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短
期
入
所
等
の
 

受
入

れ
 

・
終
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す
る
ま
で
、
受
入
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原
則
中
止
す
る
。
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同

左
 

・
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左
 

・
浴
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中
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す
る
。
 

（
水
質
検
査
で
陰
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確
認
さ
れ
る
ま
で
）
 

施
設

内
の

 

区
域

管
理

 

・
終
結
す
る
ま
で
、
利
用
者
・
職
員
の
動
線
に
合
わ

せ
、
清
潔
区
域
・
汚
染
区
域
を
管
理
す
る
（
職
員

更
衣
室
・
食
堂
等
を
含
む
。）
。
 

・
同

左
 

・
同

左
 

 

職
員
等
の
対
応
 

・
発
症
者
は
、
症
状
が
あ
る
期
間
は
、
出
勤
を
控
え

る
（
で
き
れ
ば
、
症
状
回
復
後
１
日
程
度
は
様
子

を
見
る
。）
。
 

・
発
症
者
は
、
症
状
回
復
後
１
週
間
程
度
は
、
飲
食

物
に
直
接
接
触
す
る
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務
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避
け
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と
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ま
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い
。
 

・
発
症
者
は
、
発
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後
５
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か
つ
解

熱
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２
日
経
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す
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ま
で
は
、
出

勤
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控
え
る
。
 

・
発
症
者
は
、
症
状
が
あ
る
期
間
は
、
出
勤
を
控
え
る

（
で
き
れ
ば
、
症
状
回
復
後
１
日
程
度
は
様
子
を
見

る
。）
。
 

・
患
者
・
無
症
状
病
原
体
保
有
者
は
、
就
業
制
限
が
解

除
(*
)さ

れ
る
ま
で
、
飲
食
物
に
直
接
接
触
す
る
業
務

は
禁
止
。
 

 

併
設
事
業
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が
 

あ
る

場
合

の
 

併
設
事
業
所
に
 

お
け

る
対

応
 

・
併
設
事
業
所
の
利
用
者
、
職
員
、
使
用
設
備
等
が
、

発
生
施
設
と
区
分
で
き
な
い
場
合
、
併
設
事
業
所

の
利
用
者
に
発
症
者
が
出
た
場
合
な
ど
は
、
終
結

ま
で
制
限
又
は
中
止
す
る
。
 

・
終
結
ま
で
注
意
喚
起
・
協
力
依
頼
を
周
知
す
る
。
 

・
同

左
 

・
同

左
 

・
併
設
事
業
所
の
浴
室
の
配
管
が
、
発
生

施
設
と
同
一
系
統
で
あ
る
場
合
、
浴
室

の
使
用
を
中
止
す
る
。
 

（
水
質
検
査
で
陰
性
確
認
さ
れ
る
ま
で
）
 

終
結
 

・
新
た
な
発
症
者
が
出
な
く
な
り
、
１
週
間
程
度
経

過
観
察
し
、
問
題
が
な
け
れ
ば
終
結
と
す
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。
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左
 

・
患
者
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症
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病
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者
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有
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て
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る
。
 

備
考
 

 
 

(*
)感

染
症
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基
づ
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規
定
 

 

＊
こ
の
対
応
基
準
は
、
標
準
的
な
も
の
で
あ
り
、
施
設
・
入
所
者
の
特
性
、
感
染
症
の
発
生
状
況
等
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
嘱
託
医
、

施
設
等
主
管
課
、
保
健
所
等
関
係
機
関
と
連
携
し
対
応
す
る
。
ま
た
、
発
症
者
の
対
応
に
つ
い
て
は
主
治
医
等
と
連
携
し
対
応
す
る
。  
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身体拘束と高齢者虐待  
平成12年の介護保険制度の施行時から、高齢者が他者から不適切な扱いにより権利を侵

害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれることは許されるもの

ではなく、「生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き」身体拘束は、原

則としてすべて高齢者虐待に該当する行為と考えます。  

（「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」厚生労働省老健局 平成30年3月より）  

【身体拘束禁止の対象となる具体的行為について】 

１ 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。  

２ 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。  

３ 自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。  

４ 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。  

５ 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないよう

に、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。  

６ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベル

ト、車いすテーブルをつける。  

７ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。  

８ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。  

９ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。  

１０ 行動を落着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。  

１１ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 

 【養介護施設従事者等による高齢者虐待】 

老人福祉法及び介護保険法に規定する養介護施設、養介護事業の業務に従事する職員が

行う虐待行為です。 

 養介護施設 養介護事業 

老人福祉法による規定  ・老人福祉施設  

・有料老人ホーム  

・老人居宅生活支援事業  

介護保険法による規定  ・介護老人福祉施設  

・介護老人保健施設  

・介護療養型医療施設  

・介護医療院 

・地域密着型介護老人福祉施設  

・地域包括支援センター  

・居宅サービス事業  

・地域密着型サービス事業  

・居宅介護支援事業  

・介護予防サービス事業  

・地域密着型介護予防サービス事業  

・介護予防支援事業  



【高齢者虐待の種別】 ※虐待に対する、本人・虐待者の自覚は問いません 

身体的虐待  暴力的行為や外部との接触を意図的に遮断する行為  

介護・世話の放棄  世話を放棄し、身体・精神状態を悪化させる  

心理的虐待  言葉や威圧的な態度で、精神的、情緒的苦痛を与える  

性的虐待  本人合意されていない性的行為又はその強要  

経済的虐待  本人合意なしに金銭の使用又は制限  

 

養介護施設や従事者等の責務と義務  

【施設・事業所の取り組み】 

●養介護施設従事者等の研修を実施すること  

●利用者や家族からの苦情処理体制を整備すること  

●その他高齢者虐待の防止等のための措置を講じること 

（高齢者虐待防止法第20条）  

【従業者等の責務】 

高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、早期発見に努めなければなりませ

ん。 （高齢者虐待防止法第５条第１項）  

<高齢者虐待のサイン>  

・不審な身体のあざや傷がみられる  

・急におびえたり恐ろしがったりする  

・寝具や衣服が汚れたままである  

・居室が極めて非衛生的な状況になっている  

・明らかに病気であるのに医師の診察を受けていない など  

【従業者等の義務】 

自分が働く施設等で養介護施設従事者等による虐待を受けたと思われる高齢者を発見し

た場合は、速やかに市町村に通報しなければなりません。  

（高齢者虐待防止法第21条第1項）  

●通報を行うことは守秘義務違反にはあたりません。  

（高齢者虐待防止法第21条第６項）  

●通報したことによる不利益な取扱い(解雇、降格、減給など)は禁止されています。  

（高齢者虐待防止法第 21条第７項） 
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実地指導にあたり、医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第

31条の解釈について（平成 17年７月 26日医政発第 0726005号）共通事項 

 

（別紙）５   

患者の状態が以下の３条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、

これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝

えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あ

らかじめ薬袋等により、患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医

師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を尊重した医薬品の使

用を介助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布（褥瘡の処置を除く。）、皮膚への

湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内服薬の内服（舌下錠の使用も含む。）、肛門

からの座薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。 

①患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること 

②副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経

過観察が必要である場合ではないこと 

③内服薬については誤嚥の可能性、座薬については肛門からの出血の可能性など、当該

医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと 

 

注５ 上記５に掲げる医薬品の使用の介助が福祉施設等において行われる場合には、看

護職員によって実地されることが望ましく、また、その配置がある場合には、その指

導の下で実地されるべきである。 

 

【指導・確認方法】 

１ 下線部分について、上記３条件を満たし、具体的な依頼があったことを、第三者（家

族含む）が記録等で確認できるようにすること。方法としては、事業所の業務手順

にもより個々の対応が考えられるが、各種計画又はサービス提供の記録等に記載す

ることや同意書の整備等も考えられる。記録内容には、①日付（時間の有無は、事

業所判断で可）、②誰が３条件の確認を行ったか、③誰からの依頼があり、誰に説

明を行ったかが記載されていること。 

２ 服薬指導、保健指導・助言を尊重した介助を実施していることが書類等で確認でき

るようにしておくこと。 

３ 処方薬の変更・状態の変化等があれば、再度上記の内容を確認する等、適切な手続

きを行うこと。 

 

                             Ｈ23．10．14 作成 
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